
八千代市入札及び契約の手続きに対する苦情処理対応フロー

※ 苦情を申立てる際は，八千代市入札苦情処理要綱に基づきますので，必ず要綱をお
読み下さい。（申立て期限があります。）

競争入札参加資格業者名簿の登録，一般競争入札の参加資格，指名競争入札の指名理由
等，苦情の原因となる事実

① 対象者からの苦情申立て（口頭）

② 発注者の苦情申立てに対する説明（口頭） 契約担当課

③ 市長への書面による一次苦情申立て（口頭による説明に対して不服のあるとき）

④ 申立期間の経過，その他客観的かつ明白な事由による却下

⑤ 書面による回答（再苦情申立の教示を含む）

⑥ 市長への再苦情申立て

⑦ 申立期間の経過，その他客観的かつ明白な事由による却下

⑧ 八千代市入札契約適正化委員会への諮問

⑨ 審議結果をとりまとめ，市長に答申

⑩ 再苦情申立者に対する書面による回答（改善措置を含む）


